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「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び 

改正に関する指針」の一部改正について 

 

 

国外で使用される農薬、飼料添加物及び動物用医薬品について、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に基づく食品中に残留す

る基準の設定及び改正する場合の要請については、「国外で使用される農薬等

に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」（平成16年２月５日付

け食安発第0205001号）によって、当該要請の手続き、要請書に添付すべき必要

な資料等に関する指針をお示ししています。 
今般、残留基準の設定等に係る手続き等の国際的な動向等との調和を図る観

点から、当該指針を別添のとおり改正することとしたので、関係者への周知方

よろしくお願いします。 

 

 

 


